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�愛媛県告示第８０７号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０８号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を

阻害するおそれのある図書類等として指定する。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

図書類等

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 落札者等の告示………………………………………………………４０１

○ 不健全な図書類等の指定……………………………………………４０１

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の

許可申請の概要………………………………………………………４０２

○ 指定居宅支援事業者の指定（３件）………………………………４０３

○ 貸金業者の業務の停止命令…………………………………………４０４

○ 市営土地改良事業の施行の同意……………………………………４０４

○ 市営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（２件）……………４０４

○ 肥料登録有効期間の更新……………………………………………４０５

○ 農地保有合理化事業の実施に関する規程の変更の承認…………４０５

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

庁内ＬＡＮサーバシステ
ム用機器の借入れ 一式

愛媛県企画情報部管
理局情報政策課
愛媛県松山市一番町
四丁目４番地２

平成１７年２月２５日
西日本電信電話株式会
社愛媛支店
愛媛県松山市一番町四
丁目３番

１０，１５２，７４４円
（月額）

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第１号の規定による。

種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 諮 問 の 理 由

雑誌 １６‐１１６ かも～んスペシャル ＶＯＬ．１ ４月号増刊 � 英 和 出 版 社 著しく性的感情を刺激し、又は

著しく粗暴性残虐性を有し、青

少年の健全な育成を阻害するお

それがある。

〃 １６‐１１７ ぬがせ隊 ４ 月 号 � セ ン ト ラ ル 出 版

〃 １６‐１１８ 蔵出し 千人斬り ＶＯＬ．００４ ４月号増刊 � 東 京 三 世 社

〃 １６‐１１９ 爆乳デリバリー ４月号増刊 � 東 京 三 世 社

〃 １６‐１２０ 放課後ルーディーズ ４月号増刊 � 東 京 三 世 社

〃 １６‐１２１ ないしょにしてね ベストスペシャル ＶＯＬＵＭＥ
，０３ 平 和 出 版 �

〃 １６‐１２２ 少女えっち Ｖｏｌ．１ ５月増刊号 マ イ ウ ェ イ 出 版 �

○ 保安林予定森林………………………………………………………４０５

○ 開設許可の内容の変更………………………………………………４０５

○ 卸売業務の許可の内容の変更（２件）……………………………４０５

○ 都市計画事業の事業計画の変更認可………………………………４０６

○ 道路の位置の指定……………………………………………………４０６

公 告

○ 争議行為の通知の公表………………………………………………４０６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第１６４７号 平成１７年４月５日

平成１７年４月５日火曜日 第１６４７号

愛 媛 県 報

４０１



�������
�愛媛県告示第８０９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東京都港区新橋五丁目１１番３号

住友金属鉱山株式会社

代表取締役 福島 孝一

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社 別子鉱山

新居浜市立川山７０７番地３

３ 特定施設に関する事項

〃 １６‐１２３ わかづま ＧｅｔＮａｖｉ ＶＯＬ．４ ４月号増刊 マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １６‐１２４ ｄｏ－ｕｐ！ ｖｏｌ．０１８ ５ 月 号 � Ｍ ａ ｘ
ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

〃 １６‐１２５ スペシャル！ ｖｏｌ．３ ５／１増刊 ミ リ オ ン 出 版

〃 １６‐１２６ 熟女ものがたり Ｖｏｌ．２０ ５ 月 号 � 茜 新 社

〃 １６‐１２７ ＴＥＮＭＡ ＶＯＬ．０８３ ４ 月 号 � 茜 新 社

〃 １６‐１２８ ＣＯＭＩＣ 姫桜 ＶＯＬ．００４ ４月号増刊 富 士 美 出 版

〃 １６‐１２９ ＣＯＭＩＣ レモンクラブ ４ 月 号 � 日 本 出 版 社

ビデオ
テープ １６‐１３０ 淫行組曲 ＶＮＫ－００１ ア ル フ ェ ル ト 映 像

〃 １６‐１３１ おなっ娘２� ＯＮＹ－０７ 秘 め 事 倶 楽 部

〃 １６‐１３２ ＧＵＲＯ ＧＵＲＯ－２０ Ｍ Ｉ Ｌ Ｋ

〃 １６‐１３３ 超薄消し！！素人○生極秘映像！！ ＵＳＧ－０７ � ３ １ ５
ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

〃 １６‐１３４ 生Ｆ女学院生図鑑� 兄弟－０８ 兄 弟

〃 １６‐１３５ ロリーター 平井まりあ／他 Ｖｋｓｔ－０５ Ｋ’Ｓ ＷＯＲＫＳ
ｉ ｎ ｃ ．

ＤＶＤ １６‐１３６ アリスＪＡＰＡＮ２００５ ＤＶ－４１９ ジャパンホームビデオ�

〃 １６‐１３７ 裏・ｎａｏ．〔完全版〕 ＭＩＬＤ－
２１３

ケ イ ・ エ ム ・
プ ロ デ ュ ー ス �

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．３

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１，２５０

最大 １５，８４０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第７４号

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１５，８４０立方メートル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工１ヶ月後

愛 媛 県 報平成１７年４月５日 第１６４７号

４０２
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

星越処理場

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１磯浦放流口

�愛媛県告示第８１０号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

設 置 年 月 日 昭和４６年４月

処 理 施 設 の 種 類 沈降施設

処 理 施 設 の 型 式 自然沈降

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 長さ６５メートル 幅２０メートル
高さ ５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１５，８４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～７．０

最大 ５．０～８．０

通常 ７．０～８．３

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５

最大 ２０

通常 １０

最大 １５未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ６０

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １０．０

通常 １．０

最大 １０．０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．３

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１，２５０

最大 １５，８４０

備考 この他に、雨水排水口が３ヶ所、台風時等緊急時用排水口が１
ヶ所ある。

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １．０

通常 ０．１

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１，２５０

最大 １５，８４０

通常 １１，２５０

最大 １５，８４０

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１７８１１４ 有限会社ケア・サポート太陽
南宇和郡愛南町御荘
平城１６２５番地１ 川 崎 浪 廣 児童居宅介護 有限会社ケア・サポ

ート太陽
南宇和郡愛南町御荘
平城１６２５番地１

平成１７年
４月１日

愛 媛 県 報平成１７年４月５日 第１６４７号

４０３



��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第８１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・苅場森地区）の施

行に平成１７年３月２３日同意した。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８１５号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・ムネヤシキ地区）の施行は、適当と認

められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条

の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定により

、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・ムネヤシキ地区）計画書の写し

� 西予市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年４月６日から５月９日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第８１６号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・太郎原地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・太郎原地区）計画書の写し

�愛媛県告示第８１２号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１３号
貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第３６条第１号の規定に基づき、次のとおり貸金業者に対し、業務の全

部（弁済の受領及び債権の保全行為に関する業務を除く。）の停止を命じた。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１９０１１１ 有限会社ケア・サポート太陽
南宇和郡愛南町御荘
平城１６２５番地１ 川 崎 浪 廣 身体障害者居

宅介護
有限会社ケア・サポ
ート太陽

南宇和郡愛南町御荘
平城１６２５番地１

平成１７年
４月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２１７１１１ 有限会社ケア・サポート太陽
南宇和郡愛南町御荘
平城１６２５番地１ 川 崎 浪 廣 知的障害者居

宅介護
有限会社ケア・サポ
ート太陽

南宇和郡愛南町御荘
平城１６２５番地１

平成１７年
４月１日

商号又は名称 代表者氏名 主たる営業所等の所在地 登 録 番 号 登録年月日 業務の停止期間

ファンドライン 岡 敬 松山市保免上一丁目６番８号
スプレンド保免２０１号 愛媛県知事（１）第０２０６７号 平成１４年１２月４日

平成１７年３月３０日から
貸金業の規制等に関す
る法律施行規則（昭和
５８年大蔵省令第４０号）
第２６条の２６第２項の書
面の写しを提出するま
で（平成１７年９月２５日
までを限度とする。）

前田 周二 今治市東門町三丁目１番地３ 愛媛県知事（１）第０２１４９号 平成１６年８月５日

平成１７年３月３０日から
貸金業の規制等に関す
る法律施行規則（昭和
５８年大蔵省令第４０号）
第２６条の２６第２項の書
面の写しを提出するま
で（平成１７年９月２５日
までを限度とする。）

愛 媛 県 報平成１７年４月５日 第１６４７号

４０４
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� 西予市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年４月６日から５月９日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第８１７号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８１８号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法

」という。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事

業の実施に関する規程の変更を次のとおり承認した。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１９号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

西条市藤之石字両瀧辛１５３、辛１５７、字雉岩屋辛１５４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

新居浜市大生院字シシゾヲ２１０７の１から２１０７の１８まで

、字トラセヲ２１０８の１、２１０８の４から２１０８の６まで、２１

０８の８から２１０８の１１まで、２１０８の１３から２１０８の１５まで、

２１０８の１７、２１０８の２０から２１０８の２３まで、２１０８の２６から２１

０８の２８まで、２１０８の３０から２１０８の４０まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第８２０号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５５条の規定による地方卸売市場の開設の許可の内容に変更を生じたので、次のとおり

公示する。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２１号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の規定による地方卸売市場における卸売の業務の許可の内容に変更を生じ

たので、次のとおり公示する。

平成１７年４月５日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２０
年４月
１９日

愛媛県
第１１３７
号

混合石
灰肥料

くみあ
い土壌
改良用
混合石
灰９号

アルカ
リ分
５０．０
く溶性
苦土
９．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社
愛媛県西予市
城川町田穂１４
５６番地２

平成２０
年４月
１９日

愛媛県
第１１３８
号

混合石
灰肥料

くみあ
い土壌
改良用
混合石
灰１０号

アルカ
リ分
５０．０
く溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社
愛媛県西予市
城川町田穂１４
５６番地２

平成２３
年４月
１９日

愛媛県
第１２４９
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

ダイヤ
粉状苦
土炭酸
石灰

アルカ
リ分
５３．０
く溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市
萩町一丁目９
番４８号

変更の承認を受けた農
地保有合理化法人の名
称

変更の承認に係る農地
保有合理化事業の種類 承認年月日

えひめ中央農業協同組
合

法第４条第２項第１号
に掲げる事業 平成１７年３月２９日

許 可 番 号 許可年月日
開 設 者 の 名 称
地 方 卸 売 市 場 の 名 称 変 更 理 由

変 更 前 変 更 後

水市場第２１号 昭和５８年４月１日 三瓶湾漁業協同組合
三瓶湾漁業協同組合地方卸売市場

八幡浜漁業協同組合
八幡浜漁業協同組合三瓶地方卸売
市場

合併

愛 媛 県 報平成１７年４月５日 第１６４７号

４０５
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公 告
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�愛媛県告示第８２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３号第１項の規定

に基づき、松山広域都市計画下水道事業北条公共下水道（松

山市施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

昭和５１年２月２４日

平成２３年３月３１日

２ 事業地

� 収用の部分

愛媛県松山市

下難波、北条、土手内、片山、苞木、久保、粟井河

原及び和田地内

� 使用の部分

愛媛県松山市

下難波地先から下難波までの区間内、下難波地内、

北条辻から柳原までの区間内、北条辻地内、下難波

から北条辻までの区間内、片山から河野中須賀まで

の区間内、柳原から片山までの区間内、苞木から粟

井河原までの区間内、河野中須賀から苞木までの区

間内及び粟井河原から和田までの区間内

�������
�愛媛県告示第８２４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市上柏町字門田５８９番２及び５８９番１４

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町２９８４番地

有限会社ジャスト

代表取締役 白石 豊信

３ 図面省略

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成１７年３月２８日あったので公

表する。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１７年度賃金引上げ、その他に関する事項

２ 日時 平成１７年４月８日正午から本問題が解決に至るま

での間

３ 場所 財団法人正光会今治病院

（今治市高市甲７８６の１３）

財団法人正光会宇和島病院

（宇和島市柿原１２８０番地）

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２２号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の規定による地方卸売市場における卸売の業務の許可の内容に変更を生じ

たので、次のとおり公示する。

平成１７年４月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許可年月日
卸 売 業 者 の 所 在 地 及 び 名 称

変 更 理 由
変 更 前 変 更 後

水卸第２９号
水卸第３０号 昭和５５年４月１日 八幡浜市１５２２番地１８

八幡浜漁業協同組合
八幡浜市１５２２番地１８
八幡浜漁業協同組合 合併

許 可 番 号 許可年月日
卸 売 業 者 の 所 在 地 及 び 名 称
卸売の業務を行う地方卸売市場の名称 変 更 理 由

変 更 前 変 更 後

水卸第３３号 昭和５８年４月１日
西予市三瓶町安土５３３番地
三瓶湾漁業協同組合
三瓶湾漁業協同組合地方卸売市場

八幡浜市１５２２番地１８
八幡浜漁業協同組合
八幡浜漁業協同組合三瓶地方卸売
市場

合併

平成１７年４月５日 印刷
平成１７年４月５日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円４０６

愛 媛 県 報平成１７年４月５日 第１６４７号


